
 

笠置町運動公園使用料の改定について 

 

 

笠置町役場総務財政課 

 

令和元年１０月利用分から施設使用料が次のように変わりました。 

 

上段：新料金 

下段：（ ）内は旧料金 

区分 町内 町外 

グラウンド 
半日 

8:30~12:30 

13:00~17:00 

1,520 円 

(1,500 円) 

3,050 円 

(3,000 円) 

1 日 
8:30~17:00 

3,050 円 

(3,000 円) 

6,110 円 

(6,000 円) 

ゲートボール場（１コート） 1 時間 
150 円 

(150 円) 

300 円 

(300 円) 

使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。 

 


